
令和８年１月９日 

 

 

各  位 

利 根 町 役 場 

生 活 環 境 課 

 

廃食用油回収について 

 

日頃より，家庭排水の水質浄化につきまして，ご理解とご協力をいただき誠にあ

りがとうございます。 

さて，標記のことにつきまして２月１２日（木）に廃食用油の回収を実施いたし

ますので，当日の午前８時３０分までに任意の容器に名前を書いて最寄りの指定

場所にお出しください。 

 

※雨天の場合は２月１３日（金）に延期とさせていただきます。 

なお，雨天のときに出してしまった廃油容器はお持ち帰りください。 

（火災等になる恐れがあり危険ですので，予備日まで出しておくのはおやめくださ

い。） 

※廃食用油の中に水・ラード及び不純物が混入しているものは回収できません。 

 

記 

 

  指定場所    指定場所 

1 押付本田集会所  11 中谷南野原集会所 

2 内宿集会所  12 羽根野集会所 

3 浜宿集会所  13 上曽根集会所 

4 中宿集会所  14 押付新田集会所 

5 上柳宿集会所  15 下井集会所 

6 下柳宿集会所  16 立木区公民館 

7 谷原集会所  17 立崎集会所 

8 馬場集会所  18 惣新田集会所 

9 布川台集会所  19 加納新田上坪集会所 

10 生涯学習センター駐輪場  20 加納新田中坪集会所 

 

＊午前８時３０分より役場生活環境課職員が回収します。空になった容器は各自お持ち帰

りください。 

 

回  覧 

－問い合わせ先－ 

利根町役場  生活環境課  

℡ ０２９７‐６８‐２２１１  


